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長

大
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理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
拉
致
問
題
の
解
決
の
た
め
の
交
渉
ル
ー
ト
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
拉
致
問
題
の
解
決
の
た
め
の
交
渉
ル
ー
ト
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
及
び
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
平
成
三
十
年
二
月
九
日
に
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
北
朝
鮮
の
金
永
南
最
高
人
民
会

議
常
任
委
員
長
に
対
し
て
、
全
て
の
拉
致
被
害
者
の
帰
国
を
含
め
、
拉
致
問
題
の
解
決
を
強
く
申
し
入
れ
た
。
ま
た
、
在
中

華
人
民
共
和
国
日
本
国
大
使
館
を
通
じ
て
、
北
朝
鮮
に
対
し
、
拉
致
問
題
の
解
決
を
強
く
申
し
入
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
れ

以
上
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
対
応
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

個
々
の
報
道
を
前
提
と
し
た
お
尋
ね
に
つ
い
て
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。


